
　静岡市行政手続条例第37条第４項各号のいずれかに該当することを理由として、意見公募手続を実施しないで規則等を定めたものです。

【平成27年度】

№ 規則等の題名 担当課 適用除外規定 理由 公布日等

1

静岡市教育委員会の規則で定める
申請書等の様式における提出先の
表記等の特例に関する規則の一部
改正

教育総務課
静岡市行政手続条例第37条
第４項第７号に該当

市立幼稚園が市立こども園に移行するた
め、静岡市立こども園条例（平成26年条
例第106号）の制定に伴って、静岡市立学
校設置条例（平成15年静岡市条例第264
号）中から幼稚園に係る規定を削る一部
改正を行った。今回の改正は、静岡市立
学校設置条例の一部改正に伴い、当然
必要な規定の整理を行うものであるた
め。

平成27年4月2日

2
静岡市立幼稚園園則を廃止する規
則

教育総務課
静岡市行政手続条例第37条
第４項第６号に該当

市立幼稚園が市立こども園に移行するた
め、静岡市立こども園条例（平成26年条
例第106号）の制定に伴って、静岡市立学
校設置条例（平成15年静岡市条例第264
号）中から幼稚園に係る規定を削る一部
改正を行った。今回の廃止は、静岡市立
学校設置条例の一部改正に伴い、当然
必要な規定の整理を行うものであるた
め。

平成27年4月2日

3
静岡市立幼稚園保育料及び入園料
徴収条例施行規則を廃止する規則

教育総務課
静岡市行政手続条例第37条
第４項第６号に該当

市立幼稚園が市立こども園に移行するた
め、静岡市立こども園条例（平成26年条
例第106号）の制定に伴って、静岡市立幼
稚園保育料及び入園料徴収条例（平成15
年静岡市条例第338号）を廃止した。今回
の廃止は、静岡市立幼稚園保育料及び
入園料徴収条例の廃止に伴い、当然必
要な規定の整理を行うものであるため。

平成27年4月2日

4 静岡市立幼稚園管理規則の廃止 教育総務課
静岡市行政手続条例第37条
第４項第６号に該当

市立幼稚園が市立こども園に移行するた
め、静岡市立こども園条例（平成26年条
例第106号）の制定に伴って、静岡市立学
校設置条例（平成15年静岡市条例第264
号）中から幼稚園に係る規定を削る一部
改正を行った。今回の廃止は、静岡市立
学校設置条例の一部改正に伴い、当然
必要な規定の整理を行うものであるた
め。

平成27年4月2日

5
静岡市南アルプスユネスコエコパー
ク井川自然の家職員住宅管理規則

教育総務課
静岡市行政手続条例第37条
第４項第６号に該当

静岡市少年自然の家条例の改正に伴
い、当然必要とされる規定の整理による
ため。

平成27年4月3日

6
清水市みどり条例施行規則を廃止
する規則

緑地政策課
静岡市行政手続条例第37条
第４項第６号に該当

清水市みどり条例の廃止に伴い、清水市
みどり条例施行規則の廃止が当然必要と
されるため。

平成27年4月7日

7

申請に対する処分の審査基準・標準
処理期間の一部改正又は廃止 教育総務課

静岡市行政手続条例第37条
４項第６号に該当

申請に対する処分の審査基準・標準処理
期間の⑦から⑪は、静岡市体育館条例静
岡市体育館条例の改正による規定の削
除に伴い、当然必要とされる基準の廃止
によるため。

平成27年4月8日

8 不利益処分の処分基準の一部改正 教育総務課
静岡市行政手続第37条第４
項第７号に該当

申請に対する処分の審査基準・標準処理
期間の①から③、⑤から⑥及び不利益処
分の①は、静岡市少年自然の家条例の
改正に伴い、当然必要とされる基準の整
理によるため。また、申請に対する処分の
審査基準・標準処理期間の④は学校教
育法改正に伴い、当然必要とされる基準
の整理によるため。

平成27年4月8日

9
静岡市立保育所条例施行規則を廃
止する規則

こども園課
静岡市行政手続条例第37条
第４項第６号に該当

静岡市立保育所条例の廃止に伴い当然
必要とされる施行規則の廃止であるた
め。

平成27年4月8日

10
静岡市保育等の実施に関する規則
を廃止する規則

こども園課
静岡市行政手続条例第37条
第４項第６号に該当

児童福祉法（昭和22年法律第164号）の
一部改正に伴い当然必要とされる廃止で
あるため。

平成27年4月8日

意見公募手続を実施しないで規則等を定めた案件一覧



№ 規則等の題名 担当課 適用除外規定 理由 公布日等

11
薬局並びに医薬品販売業等の許可
に関する基準

生活衛生課
静岡市行政手続条例第37条
第４項第１号に該当

厚生労働省令第80号が平成27年４月１日
に公布されたところ、同省令の施行日が
同一であることから、薬局並びに医薬品
販売等の許可に関する基準を同日付けで
定める必要があったため。

平成27年4月10日

12

静岡市工芸と歴史の体験施設「駿府
匠宿」条例施行規則の一部を改正す
る規則

産業振興課
静岡市行政手続条例第37条
第４項第７号に該当

静岡市工芸と歴史の体験施設「駿府匠
宿」条例の一部改正に伴い当然必要とさ
れる規定及び様式の整理等に該当する
ため。

平成27年4月10日

13
生活困窮者住居確保給付金の申請
に対する処分の審査基準

葵生活支援課
清水生活支援課
駿河生活支援課

静岡市行政手続条例第37条
第４項第１号に該当

生活困窮者住居確保給付金の申請に対
する処分の審査基準を定めるにあたり、
参考とするべき技術的助言である「生活
困窮者自立支援制度係る自治体事務マ
ニュアルの策定について（通知）」が平成
27年３月27日付けで発出された。平成27
年４月１日の施行までに審査基準を定め
ておく必要があるものの、意見公募を行う
期間を確保することができなかったため。

平成27年4月28日

14
静岡市建設工事施行規則の一部を
改正する規則

契約課
静岡市行政手続条例第37条
第４項第７号に該当

私的独占の禁止及び公正取引の確保に
関する法律の改正に伴い当然必要とされ
る規定の整理を行うものであるため。

平成27年5月25日

15
静岡市契約規則の一部を改正する
規則

契約課
静岡市行政手続条例第37条
第４項第７号に該当

地方自治法施行令の改正に伴い当然必
要とされる規定の整理を行うものであるた
め。

平成27年5月25日

16

静岡市高度地区における許可によ
る特例に係る手続に関する規則の
一部を改正する規則

都市計画課
静岡市行政手続条例第37条
第４項第７号に該当

法令の改正に伴い当然必要とされる規定
の整理

平成27年6月3日

17
静岡市社会福祉法施行細則の一部
改正

福祉総務課
静岡市行政手続条例第37条
第４項第７号に該当

平成27年４月１日施行された社会福祉法
一部改正により、社会福祉法第２条第３
項に規定されている第２種社会福祉事業
が新たに５事業追加された。静岡市社会
福祉法施行細則第７条様式第６号に、社
会福祉法に対応した社会福祉事業を列記
しており、今回の法改正により追加された
５事業も当該様式中に追加及び事業名の
修正をする必要があるため、当該施行細
則の一部改正を行った。

平成27年7月6日

18
静岡市医療法施行細則の一部を改
正する規則

生活衛生課
静岡市行政手続条例第37条
第４項第７号及び第４条各号
に該当

医療法の改正に伴い当然必要とされる規
定の整理及び様式、用語の整理であるた
め。

平成27年10月9日

19
静岡音楽館条例施行規則の一部を
改正する規則

文化振興課
静岡市行政手続条例第37条
第４項第２号に該当

納付すべき金額について定める条例の改
正により必要となる当該金銭の額の算定
の基礎となるべき金額及び率並びに算定
方法についての規則等その他該当条例
の施行に関し必要な事項を定める規則を
定めようとするものであるため。

平成27年11月10日

20
静岡市勤労者福祉センター条例施
行規則の一部改正

商業労政課
静岡市行政手続条例第37条
第４項第２号に該当

納付すべき金銭について定める条例の改
正により必要となる該当金銭の額の算定
の基礎となるべき金額及び率並びに算定
方法についての規則等その他該当条例
の施行に関し必要な事項を定める規則を
定めようとするものであるため。

平成27年11月18日

21

静岡市工芸と歴史の体験施設「駿府
匠宿」条例施行規則の一部を改正す
る規則

産業振興課
静岡市行政手続条例第37条
第４項第２号に該当

静岡市工芸と歴史の体験施設「駿府匠
宿」条例の一部改正に伴い当然必要とさ
れる規定及び様式の整理等に該当する
ため。

平成27年11月27日

22

静岡市スポーツ施設予約システムの
利用に関する規則の一部を改正す
る規則

スポーツ振興課
静岡市行政手続条例第37条
第４項第７号に該当

静岡市教育委員会の所管に係る静岡市
住民基本台帳カードの利用に関する条例
施行規則（平成22年静岡市教育委員会
規則第1号）の廃止に伴う所要の改正をす
るものであったため。

平成28年1月6日



№ 規則等の題名 担当課 適用除外規定 理由 公布日等

23
静岡市国民健康保険条例等施行規
則の一部改正

保険年金管理課
静岡市行政手続条例第37条
第４項第７号に該当

国民健康保険法施行規則の一部改正に
伴い規定の整理を行うものであるため。

平成28年1月14日

24
静岡市総合運動場条例施行規則の
一部を改正する規則

スポーツ振興課
静岡市行政手続条例第37条
第４項第２号に該当

納付すべき金銭について定める条例の改
正により必要となる該当金銭の額の算定
の基礎となるべき金額及び率並びに算定
方法についての規則等その他該当条例
の施行に関し必要な事項を定める規則を
定めようとするものであるため。

平成28年1月21日

25
静岡市体育館条例施行規則の一部
を改正する規則

スポーツ振興課
静岡市行政手続条例第37条
第４項第２号に該当

納付すべき金銭について定める条例の改
正により必要となる該当金銭の額の算定
の基礎となるべき金額及び率並びに算定
方法についての規則等その他該当条例
の施行に関し必要な事項を定める規則を
定めようとするものであるため。

平成28年1月21日

26
静岡市城北運動場条例施行規則の
一部を改正する規則

スポーツ振興課
静岡市行政手続条例第37条
第４項第２号に該当

納付すべき金銭について定める条例の改
正により必要となる該当金銭の額の算定
の基礎となるべき金額及び率並びに算定
方法についての規則等その他該当条例
の施行に関し必要な事項を定める規則を
定めようとするものであるため。

平成28年1月21日

27
静岡市清水蛇塚スポーツグランド条
例施行規則の一部を改正する規則

スポーツ振興課
静岡市行政手続条例第37条
第４項第２号に該当

納付すべき金銭について定める条例の改
正により必要となる該当金銭の額の算定
の基礎となるべき金額及び率並びに算定
方法についての規則等その他該当条例
の施行に関し必要な事項を定める規則を
定めようとするものであるため。

平成28年1月21日

28
静岡市スポーツ広場条例施行規則
の一部を改正する規則

スポーツ振興課
静岡市行政手続条例第37条
第４項第２号に該当

納付すべき金銭について定める条例の改
正により必要となる該当金銭の額の算定
の基礎となるべき金額及び率並びに算定
方法についての規則等その他該当条例
の施行に関し必要な事項を定める規則を
定めようとするものであるため。

平成28年1月21日

29
静岡市清水庵原球場条例施行規則
の一部を改正する規則

スポーツ振興課
静岡市行政手続条例第37条
第４項第２号に該当

納付すべき金銭について定める条例の改
正により必要となる該当金銭の額の算定
の基礎となるべき金額及び率並びに算定
方法についての規則等その他該当条例
の施行に関し必要な事項を定める規則を
定めようとするものであるため。

平成28年1月21日

30
静岡市ふれあい健康増進館条例施
行規則の一部を改正する規則

スポーツ振興課
静岡市行政手続条例第37条
第４項第２号に該当

納付すべき金銭について定める条例の改
正により必要となる該当金銭の額の算定
の基礎となるべき金額及び率並びに算定
方法についての規則等その他該当条例
の施行に関し必要な事項を定める規則を
定めようとするものであるため。

平成28年1月21日

31
静岡市有度山総合公園運動施設条
例施行規則の一部を改正する規則

スポーツ振興課
静岡市行政手続条例第37条
第４項第２号に該当

納付すべき金銭について定める条例の改
正により必要となる該当金銭の額の算定
の基礎となるべき金額及び率並びに算定
方法についての規則等その他該当条例
の施行に関し必要な事項を定める規則を
定めようとするものであるため。

平成28年1月21日

32
静岡市東海道広重美術館条例施行
規則の一部改正

観光交流課
静岡市行政手続条例第37条
第４項２号に該当

指定管理における利用料金併用制の導
入に伴い、静岡市東海道広重美術館条
例の一部改正を行うにあたって、当該条
例の施行に関し必要な事項を定める規則
等を定めたため。

平成28年2月29日

33
静岡市老人福祉センター条例施行
規則の一部改正

高齢者福祉課
静岡市行政手続条例第37条
第４項２号に該当

静岡市老人福祉センター条例の一部改
正に伴い必要となる規定の整理であるた
め。

平成28年2月29日

34
静岡市世代間交流センター条例施
行規則の一部改正

高齢者福祉課
静岡市行政手続条例第37条
第４項２号に該当

静岡市世代間交流センター条例の一部
改正に伴い必要となる規定の整理である
ため。

平成28年2月29日



№ 規則等の題名 担当課 適用除外規定 理由 公布日等

35
静岡市環境影響評価条例施行規則
の一部改正

環境創造課
静岡市行政手続条例第37条
第４項５号及び第7号に該当

（１）静岡市環境影響評価条例の一部改
正に伴い、規定の準用について必要な技
術的読替えを定めるもの
（２）意見公募手続を実施することを要しな
い軽微な変更であるため

平成28年3月1日

36
静岡市老人ホーム入所措置事務取
扱要綱の一部改正

高齢者福祉課
静岡市行政手続条例第37条
第４項第７号に該当

介護保険法（平成９年法第123号）の一部
改正による引用条項の繰下げに伴う形式
的な変更であるため。

平成28年3月16日

37

静岡市行政手続等における情報通
信の技術の利用に関する条例施行
規則の一部改正

情報管理課
静岡市行政手続条例第37条
第４項第７号に該当

他の法令の規定改廃に伴い当然必要とさ
れる規定の整理その他の意見公募手続
を実施することを要しない軽微な変更の
ため。

平成28年3月18日

38
静岡市理容師法施行細則の一部を
改正する規則

生活衛生課
静岡市行政手続条例第37条
第４項第７号及び第4条各号
に該当

理容師法施行規則及び美容法施行規則
の改正に伴い当然必要とされる規定の整
理及び様式、用語の整理であるため。

平成28年3月22日

39
静岡市美容師法施行細則の一部を
改正する規則

生活衛生課
静岡市行政手続条例第37条
第４項第７号及び第4条各号
に該当

理容師法施行規則及び美容法施行規則
の改正に伴い当然必要とされる規定の整
理及び様式、用語の整理であるため。

平成28年3月22日

40
静岡市博物館条例施行規則の一部
改正

文化財課
静岡市行政手続条例第37条
第４項第７号に該当

静岡市立登呂博物館と静岡市芹沢銈介
美術館の観覧について定める静岡市博
物館条例について、両館の共通観覧を新
たに定める同条例の一部改正にあたり、
当然必要となる観覧券の様式を定める改
正であるため。

平成28年3月25日

41
静岡市農業協同組合法施行細則の
一部を改正する規則

農業政策課
静岡市行政手続条例第37条
第４項第７号に該当

農業協同組合法の改正に伴い当然必要
とされる規定等の整理を行う規則を定め
るものであるため。

平成28年3月31日

42
静岡市税条例施行規則の一部を改
正する規則

政策法務課
静岡市行政手続条例第37条
第４項第７号に該当

改正行政不服審査法の施行及び静岡市
税条例の一部改正に伴い、当然必要とな
る規定の整備を行うものであるため。

平成28年3月31日

43

行政不服審査法及び行政不服審査
法の施行に伴う関係法律等に関す
る法律の施行に伴う関係規則の整
備に関する規則

政策法務課
静岡市行政手続条例第37条
第４項第７号に該当

行政不服審査法及び行政不服審査法の
施行に伴う関係法律の整備等に関する法
律の施行に伴い、当然必要な用語及び条
項ずれの整理並びに所要の規定の整備
を行うものであるため。

平成28年3月31日

44
静岡市清水農村環境改善センター
条例施行規則を廃止する規則

中山間地振興課
静岡市行政手続条例第37条
第4項第6号

静岡市清水農村環境改善センター条例
の廃止に伴い、当然必要とされる規則の
整理であるため。

平成28年3月31日

45
静岡市児童手当法施行細則の一部
を改正する規則

子ども家庭課
静岡市行政手続条例第37条
第4項第7号

平成24年度の児童手当法改正に伴う条
ずれの整理、廃止等の軽微な変更による
改正のため。

平成28年3月31日

46
静岡市清水三保海の家条例施行規
則を廃止する規則

観光交流課
静岡市行政手続条例第37条
第4項第6号

静岡市清水三保の家条例の廃止に伴
い、当然必要とされる規則の廃止である
ため。

平成28年3月31日

47
静岡市クリエーター支援センター条
例施行規則の一部を改正する規則

産業政策課
静岡市行政手続条例第37条
第4項第7号

静岡市クリエーター支援センター条例の
一部改正に伴い、当然必要とされる規定
の整理及びその他の意見公募手続を実
施することを要しない軽微な変更であるた
め。

平成28年3月31日


